
郡上市道路トンネル維持管理個別施設計画
令和3年3月31日作成

トンネル点検判定区分

　平成26年3月に公布された「道路法の一部を改正する法律」及び「道路法施行規則の一部を改正する省令」に基づき、
5年ごとの近接目視による点検が義務付けられています。
　郡上市が管理するトンネルについては、道路トンネル維持管理個別施設計画の点検計画に基づき、定期点検や補修
を実施し、状況を反映し、随時見直しを行います。
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健全

予防措置段階

早期措置段階

緊急措置段階
道路トンネルの機能に支障が生じている、又は生じ
る可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

緊急に対策を行う必要がある状態をいう。

道路トンネルの機能に支障が生じていない状態。 監視や対策を行う必要のない状態をいう。

道路トンネルの機能に支障が生じていないが、予防
保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

状況に応じて、監視や対策を行うことが望ましい状
態をいう。

道路トンネルの機能に支障が生じる可能性があり、
早期に措置を講ずべき状態。

早期に監視や対策を行う必要がある状態をいう。
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城山トンネル 中坪・小野線 1994 269.0 2次 ● ● H30 Ⅲ ● 剥落対策 8,000
寺坂トンネル 稲成・田口線 1999 900.5 指定なし ● ● R2 Ⅱ
羽佐古トンネル 小那比・下川線 2010 1,181.0 2次 ● ● H30 Ⅱ
三日市トンネル 三日市本線 1925 37.0 指定なし ● ● H30 Ⅲ ● 剥落対策 10,000
上之保小那比トンネル 生屋線 2011 277.7 指定なし ● ● H30 Ⅱ
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